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はじめに

　本稿の目的は、市場経済化の進展に伴
い、中国の業界団体が利益団体として発展
しつつあるのかを検証するところにある。
中国の多くの業界団体は、計画経済体制か
ら市場経済体制への移行を目指す政府が
「小政府、大社会」のスローガンを掲げ、
従来政府が掌握していた経済管理権限を業
界団体へ委譲したことにより設立された。
１９９０年代中頃から、市場経済化の更なる進
展や２００１年のWTO加盟を契機に、国内の
経済所有制度の多元化およびグローバルな
市場への中国企業の進出が加速的に進み、
政府―企業間の情報伝達ルートの確保、政
府による非公有制企業の管理メカニズムの
構築、市場の拡大に向けた効果的な取り組
みが要請される中、業界団体はより大きな
役割を与えられ、成長を遂げた。結果とし
て、業界団体数は２０００年の３６，６０５団体か
ら、２００６年には５９，７８３団体に増加し、社団
総数の３２．３％を占めている２。
　業界団体をはじめとする社会団体（以下
では社団と略す）の成長に関しては、経済

発展に伴い、国家と社会の間に出現した社
団が中国の民主化を促してゆくのではない
かという議論がある。こうした議論は、工
業化、都市化、教育の普及、マス・メディ
アの発達などが、社会利益の多元化、有権
者の拡大および利益団体の発展を促進し、
それにより育まれた市民社会が政治変容を
もたらす。すなわち、社会経済の発展が政
治の民主化を促進するという理論に基づい
ている（Lipset, １９５９；ダール、１９８１；ハン
チントン、１９９５）。
　実際、市場経済化を掲げて以降、中国経
済や社会は急速に変化してきた。国民総生
産（GDP）をみると、１９７８年から２００８年ま
での３０年間で９．８％の平均成長率を維持し、
１人当たりGDPは１９７８年の２２６．８米ドルか
ら、２００２年の１０４１．３米ドルに達し、既に民
主化への移行が生じる可能性が高いとされ
る「移行ゾーン」（Transition Zone）に突
入した３。升味準之輔（１９９０）の分析によ
れば、第１次産業労働人口が５割をきる時
期こそ、政治変動が観察される重要な時期
であるが、中国においても、第１次産業人
口の構成比は、１９７８年の７０．５％から２００３年
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１ 本調査は文部科学省科学研究費の助成（基盤研究（A）「現代中国を中心とした利益団体および市民
社会組織の比較実証的研究」課題番号：１２３７２００１　研究代表者：辻中豊教授）を受けたものである。
２ 中国社会組織網のホームページ（中華人民共和国民政部国家民間組織管理局主弁）
http://www.chinanpo.gov.cn/web/showBulltetin.do?id=２７５５０&dictionid=２２０１&catid（２０１０年２月５日に閲
覧）。
３ ハンチントンは民主化への移行について分析を行い、１９７６年から１９８９年の第三の波を経験し、民主
化への移行を実現した国は、その半分が、１人当たりGNPが１，０００米ドル～３，０００米ドルの中位所得諸
国であると実証した。１９７０年代半ばの社会学者もこの領域は民主化体制への「移行ゾーン」であると
指摘している（ハンチントン、１９９５：６２）。



には４９．１％にまで減少した。また、ダール
の考案したポリアーキーの指標に照らせば
４、中国の都市人口比率は１９７８年の１７．９％
から２００２年時点で３９．１％に増加し（ポリ
アーキー指数は３８．０％）、１５歳以上の識字
率は１９９０年で８４．１％（ポリアーキー指数は
８２．０％）、１０万人当たりの高等教育機関の
在籍者数は２００１年で５６３人（ポリアーキー
指数は４９９人）と、いずれもダールのポリ
アーキーの指数を既に上回っている。
　上述の指数に基づくならば、２００２年前後
こそ中国の社会経済が発展し、政治変動へ
のうねりが生ずるべき時期であったと考え
ることができる。では、中国では、経済社
会の発展を受け、社会利益の多元化や団体
結社の増加が生じているのだろうか。２００２
年のデータによると、GDPと社団数の相
関は０．８４７（１％水準で有意）５、GDPと業
界団体数の相関は０．７７６（１％水準で有意）
であり、中国においても、経済の発展と社
団数、業界団体数との間に極めて高い正の
相関関係がある。また、かつて１９５０年代に
高度経済成長期に入った日本においては、
団体数と第２次産業構成比の相関が０．３４で
あることが実証されたが（辻中、１９８８：
５２）、中国においても２００２年の第２次産業
構成比と社団数の相関は０．４５３（５％水準
で有意）、業界団体数との相関は０．４４１
（５％水準で有意）になっており、農業社
会から工業化社会への転換に伴い、工業化
と団体の組織度との間にやや強い相関関係

がうかがえる。
　それでは、市場経済下において成長しつ
つある社団は、中国の市民社会の推進力と
なりうるのか。その問いに答える第一歩と
して、本稿では社団の利益団体化の進展に
ついて検証する。本稿は、社団のなかで
も、業界企業を組織し、顕著な成長を遂げ
る業界団体に焦点を絞る。業界団体が利益
団体として成長しているのかを検証するた
めに、２００１年から２００４年に実施した中国社
会団体調査のデータに基づき、定量的に団
体の存立様式、政策過程における業界団体
の活動状況を分析する。
　以下、第Ⅰ節では、中国の業界団体をめ
ぐる議論および本稿の分析枠組を提示す
る。第Ⅱ節では、北京市、浙江省と黒龍江
省の３つの地域で実施した中国社団調査の
データに依拠しつつ、地域別における業界
団体の存立様式を分析する。第Ⅲ節では、
政策過程における業界団体の関与を検討す
る。最後に、市場経済化の下、業界団体は
利益団体として成長しているのかについ
て、結論を述べる。

　Ⅰ．業界団体をめぐる議論と本研
究の視角

１．業界団体の制度的規制
　業界団体とは同業界の企業を組織する団
体であるが、一般的には協会、商会と呼ば
れている。また、業界団体の他、学術団
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４ ダールによれば、民主主義は、政治的理想と歴史的結果によって生じた具体的な政治制度を意味す
る。彼は現実世界においては、民主的過程の基準を満たすシステムはないため、現実政治において民
主主義に最も近い体制を「ポリアーキー」と呼んだ。実際に、ダールは１９６９年のデータに基づき、国
民国家ごとに定量化した分析指標（１人当たり所得、経済成長、都市化、識字率、教育の普及など）
を設定し、世界各国の民主化度の測定・比較を行い、民主主義体制と非民主主義体制を区別した。ポ
リアーキーを定量化した指標は１９６９年時点のデータを扱っているため、今日の中国の現状を十分に反
映することができない。しかし、民主化への移行を備える経済社会の基本状況を考察するにあたり、
ポリアーキーの指標は今日もなお有益であると考える。
５ 岡室美恵子は１９９８年のデータに基づき、中国のGDPと社団数の相関関係を検討し、GDPと社団数
の相関が０．８５７５であることを示した（岡室、２００１）。本稿でも、岡室の分析結果と類似した結果が得
られた。データによれば、経済発展は団体の結社との間に強い相関関係を持つ。
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体、専門団体および連合団体も同様に社団
として登記しており、これら４種類の団体
は中国公民が自由に結社し、会員の共同意
思を実現するために、活動を展開している
非営利社会組織とされる（「社会団体登記
管理条例」（１９９８年１０月２５日公布・施行）
第２条）。従って、業界団体をはじめとす
る社団は中国政府公認の市民社会組織とし
て位置づけられる。
　業界団体は社団として登記されるため、
政府による社団管理制度により拘束され
る。まず、「同意制（approval system）」に
基づき、民政部門に登記するに先立ち、業
務主管単位の審査と許可を受けなければな
らない６。また、１行政区内に類似した活
動内容を行う団体を複数設立することを認
めないという規制もある。民政部門と業務
主管単位による「二重管理制」、「１行政区
１団体」等の制度的規制は、業界団体をは
じめとする社団への管理の特徴となってい
る。
　その他、団体の設立条件として、人員、
資金面においては（１）５０人以上の個人会
員または３０組織以上の団体会員、あるいは
個人・団体会員５０以上を擁すること、（２）
専任スタッフがいること、（３）合法的な
資産と財源を有し、全国級の社団は１０万人
民元以上の活動資金、地方級の社団は３万
人民元以上の活動資金を有すること（「社
会団体登記管理条例」第１０条）等の規定が
ある。

　こうした厳しい法的規制が存在するた 
め７、業界団体など公認の社団の枠を超え
て、市民社会組織の機能を果たしている団
体が多数存在していることも注記すべきで
あろう。これらの団体は社団登記の法的基
準を満たさないため、企業法人として、あ
るいは未登記のまま、環境、貧困、社会福
祉、ジェンダー等多岐にわたる分野の活動
に携わっている。こうした実状に鑑みれ
ば、中国の市民社会組織の実数は、民政部
門に登記している社団をはるかに上回って
いると推測できる。
　上記のように、中国の市民社会組織は多
様性を有しており、中国の国家―社会関係
の変化および市民社会の成長を理解すべ
く、政府の規制外に成長しつつある草の根
NGO、NPOに関心を寄せている研究者も
多 い（Zhao, ２００３；趙・李、２００８；Ma, 
２００６）。他方で、国家―社会関係の変化を
捉えるクリティカルなケースとして、市場
経済化の推進に伴い成長してきた社団を分
析対象とした研究成果も蓄積されてきた
（王・折・孫、１９９３；White, １９９３；小 嶋・
崔・辻中、２００９）。
　中でも業界団体は、経済領域における国
家権力の退出や自律的な業界ガバナンスの
進行状況、急成長を遂げた企業家階層の結
社や政治参加の実態を検証するに有効な分
析対象として研究者の注目度も高い８。本
稿では、業界団体を対象に、市場経済下の
業界団体の実状を分析する。
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６ 「社会団体登記管理条例」第３条、第６条によれば、社団は登記管理機関と業務主管単位による
「二重管理体制」を受けなければならない。登記管理機関は国家民政部および各地方行政レベルの民
政部門である。業務主管単位は国務院の業務関連部門と県級以上の各地方人民政府の関連部門、国務
院あるいは県級以上の各地方人民政府の授権した組織である。その多くは社団の活動に関連する政府
機関であるが、中には中華全国工商業連合会など人民団体が社団の業務主管単位となる場合も見られ
る。
７ 「社会団体登記管理条例」第３条によれば、社団登記管理の範囲外とされる団体は、政治協商会議
に参加している人民団体（中華全国総工会、共産主義青年団、中華全国工商業連合会など８団体）、
国務院編制管理委員会が認めた団体（中国赤十字総会、中国文化芸術界連合会、中国作家協会など２４
団体）、機関・団体・企事業単位内部に同単位の批准を経て設立した内部団体（「二級団体」とも呼ばれ
ている）とされている。



２．先行研究と本研究の視角
　業界団体を対象とする研究の多くは、社
会経済の発展と国家制度による規制といっ
たジレンマに置かれる団体像を描いてい
る。例 え ば、王 穎・折 暁 葉・孫 炳 耀
（１９９３）、ゴードン・ホワイト（Gordon・
White, １９９３）は浙江省蕭山市、賈西津・沈
恒超・胡文安（２００４）は広東省、上海市、
浙江省温州市などの事例を分析し、経済体
制改革に伴う業界団体の成長を跡づけると
ともに、浙江省温州市をモデルに、社会経
済の変化に伴い、業界団体の利益伝達機能
が強化されていると指摘した。これに対
し、李景鵬（１９９９）、孫炳耀（２００２）、丘海
雄・呉軍民（２００８）の研究は、企業の経済
自主権の拡大とともに、業界団体や社団の
利益団体化に向けた社会経済的条件は整え
られつつあるものの、団体の成長を規定す
るのは、依然として政府の政策や国家の社
団管理制度であると指摘している。ケネ
ス・フォスター（Kenneth Foster）も、山東
省煙台市の事例分析を通じて、業界団体は
国家の行政システムに埋め込まれており、
地方政府の一補助機関に過ぎないと結論づ
けた（Foster, ２００８）。
　こ れ に 対 し、ス コ ッ ト・ケ ネ デ ィ
（Scott  Kennedy）は１９９０年代後半に起き
た産業界の価格カルテルの政策過程に焦点
を当て、業界団体が果たす役割の限界を浮
き彫りにした。分析によれば、市場経済の
導入に伴い、経済領域における政策決定過
程は多元化されているものの、実際には業
界団体の政策過程への参加は限られてい
る。その原因は、政府に対し直接ロビイン
グを展開できる状況にあって、企業にとっ
ての業界団体の利用価値が低いところにあ

る（Kennedy, ２００５）。
　事例分析以外、定量的な分析も存在して
い る。Minxin Pei（１９９８）、岡 室（２００１）
は、団体の設立要因とその背後にある政府
の政策を照らし合わせ、社団の設立傾向と
特徴を、時系列のデータを用いて分析し、
中国の社団の発展と経済発展との間に関連
性が見られ、特に１９９２年以降業界団体の伸
びが顕著であることを実証した。小嶋・
崔・辻中（２００９）は２００１年から２００４年にか
けて北京市、浙江省、黒龍江省に実施した
社団調査のデータに基づき、業界団体は他
の種類の団体に比して資金が安定し、会員
志向性や利益団体的志向を強めており、人
事面での政府の介入による人脈を利用しつ
つ、政治的影響力を行使するといった構図
を明らかにした。
　上記の先行研究は、分析視点や分析手法
を問わず、市場経済導入以降の業界団体の
利益団体化の傾向を論じている。しかしな
がら、残された課題として以下の２点があ
げられよう。
　第一に、業界団体の利益団体化をめぐる
議論の多くが、事例分析に立脚していると
いうことである。定量的な分析も一部存在
しているものの、政策過程への業界団体の
関与状況、ロビイング戦術の行使、業界団
体の影響力など利益団体化に関する分析は
十分に行われていない。
　第二に、政策過程における業界団体の活
動の実態に踏み込んだ分析が少ない。ス
コット・ケネディは、鉄鋼業、家庭用電子
産業、ソフトウェア産業の業界価格競争の
政策決定過程における業界団体の活動を取
り上げ、詳細な分析を行った（Kennedy, 
２００５）。しかし、限られた事例分析を通じ
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８ 企業家と業界団体、政府間関係をめぐる議論については、Wank（１９９９）、Pearson（１９９９）などの研
究を参照。その後、１９９０年代中頃以降、私営企業家の台頭に伴い、私営企業家の業界団体を通じた政
治参加もよく議論されている。具体的には、陳・汪・馬（２００４）、中村（２００５）、趙（２００６）、Tsai
（２００７）、郁・江・周（２００８）、Dickson（２００８）などの分析が詳しい。
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て、政策過程における業界団体の活動実態
を俯瞰するのは難しい。
　そのため、本稿では、市場経済化を掲げ
て以降、業界団体が利益団体として発展し
ているのかという問題に照準を定め、実態
を定量的に検証する。現代政治において
は、利益団体とは、政治・政策関心を有
し、団体成員を政治・政策過程に動員し、
これらの活動に従事する市民社会組織とさ
れる（辻中、２００２：２３-２４）。利益団体は、
その利益を実現するために、政党、行政、
世論などに働きかける。従って、本稿は、
中国社会団体調査のデータに基づき、業界
団体の存立様式を踏まえ、政策過程におけ
る業界団体の活動展開にまで踏み込んだ分
析を行い、団体のロビイング活動や団体の
影響力の行使を検討する。

　また、北京市、浙江省、黒龍江省の地域
間の比較分析を行いながら、業界団体の実
状を探りたい（図１を参照）。３つの地域
を分析対象としたのには以下の２点の理由
があげられる。第一に、上記３地域は、中
国の各地域を代表する地域と位置づけられ
る。北京市は経済発展の水準が高く、政治
的中心地である。浙江省は非公有制経済の
著しい成長ゆえに、１９９０年代後半より経済
発展の先進地域として位置づけられてい
る。他方、黒龍江省はかつて計画経済期に
は、政府の重点開発地域であったが、国有
企業主体の経済構造ゆえに、市場経済化の
波に乗れず、国有企業の再編改革を含む、
地域振興の打開策を模索している。このよ
うに多様な特徴を有する地域の業界団体の
現状を分析することにより、他の地域にお

４９

９ 図１には、幾つかの逸脱例が存在している。例えば、上海市は１人当たりのGDP（４９０８．９米ドル）
が高いにもかかわらず、１万人当たりの業界団体数（１３団体）は非常に少ない。他方、青海省と寧夏
回族自治区は１人当たりGDP（青海省が７７６．１米ドル、寧夏回族自治区が７０１．０米ドル）が全国平均
（１１３５.４米ドル）より比較的低いものの、１万人当たりの業界団体数が最も多い２省（青海省が９１．３団
体、寧夏回族自治区が８３．２団体）である。１人当たりGDPは米ドルによって計算されたものである
（２００２年に米ドル対人民元の年間平均レートが８．２８）。１万人当たり業界団体数＝業界団体数/人口数
（万人）×１００。

図１　各省における１人当たりGDPと１万人当たり業界団体数（２００２年）９



ける業界団体の状況も推察できるのではな
いかと考える。
　第二に、浙江省と他の地域を比較するた
めである。先行研究では、非公有制経済が
発達している浙江省における業界団体の成
長を、国家から自律的な市民社会を形成す
るための推進力であると捉えている（陳・
汪・馬、２００４；賈・沈・胡、２００４；郁・江・
周他、２００８）。浙江省と他の地域を比較す
ることにより、社会経済の発展が業界団体
の利益団体化を促進する主たる要因なのか
という点が明らかになろう。

３．調査の概要
　中国社会団体調査は、２００１年から２００４年
にかけて、北京市、浙江省、黒龍江省にお
ける各級民政部門に登記された社団を対象
に実施したものである。調査方法は郵送に
よるアンケート調査である。北京市各級社
団および浙江省、黒龍江省の省級社団につ
いては全数調査、浙江省、黒龍江省の地・
市級、区・県級社団については、ランダム
に抽出した対象に調査を実施した。調査の
サンプル総数は９，５３６、そのうち実際の調

査数が８，８９７となる。有効回答数は２，８５８、
サンプルの平均有効回答率は３２．１％であっ
た。
　今回の調査では、業界団体（N＝９１８）
が団体総数２，７０７（欠損値＝１５１）の３３．９％
を占めている。その他、学術団体が３１．４％
（N＝８４９）、専門団体が２０．２％（N＝５４７）、
連合団体が１４．５％（N＝３９３）となる。本
稿では、業界団体に絞り、地域間の比較分
析を進める。
　ただし、本調査の結果については次の４
点に留意する必要がある。第一に、全国級
の団体は調査対象外とされている１０。第二
に、北京市は直轄市であるため、北京市の
市級と浙江省・黒龍江省の省級、北京市の
区・県級と浙江省・黒龍江省の地・市級と
を同一の行政レベルとして分析する。第三
に、調査期間については、北京市、浙江省
は２００１年１２月から２００２年６月まで、黒龍江
省は２００３年１１月から２００４年２月までに調査
票を発送したため、北京市と浙江省は２０００
年、黒龍江省は２００２年の数字を反映したも
のである。第四に、地域間に有効回答率の
差異が見られる（表１を参照）。特に、黒

５０
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１０ 全国級の団体の多くは、中央各省庁が政府機構改革を受け、設立したものである。党・政府による
関与が強く、当時点での調査は容易ではなかった。ただし、全国級の団体は、社団全体の１％しか占
めていない。例えば、２００１年から２００４年の全国社団データによれば、行政レベルごとの団体数の平均
比率は、全国級、省・直轄市級、地・市級、区・県級がそれぞれ１．２％、１４．６％、３６．４％、４７．９％とな
る（中国法律年鑑編輯部、『中国法律年鑑』）。

表 1　有効回答率と業界団体の行政ごとの分布

行政レベル 有効回答率（％） 行政レベルごとの
業界団体分布（％）

業界団体数
（単位：団体）

北京市 直轄市級 38．0 54．5 121
区・県級 31．3 45．5 101

浙江省
省級 37．6 15．8   83
地・市級 33．2 36．3 190
区・県級 35．4 47．9 251

黒龍江省
省級 33．9 46．4   77
地・市級 19．1 34．3   57
区・県級 15．1 19．3   32

（出所）「中国社会団体調査（2001 － 2004 年）」に基づき、筆者作成。



中国業界団体の利益団体化に関する一考察（黄）

龍江省の地・市級および区・県級の有効回
答率はそれぞれ１９．１％、１５．１％にとどま
り、北京市（区・県級の有効回答率：
３１．３％）、浙江省（地・市級の有効回答率：
３３．２％、区・県級の有効回答率：３５．４％）
における同行政レベルの業界団体より低
い。

Ⅱ．業界団体の存立様式

　業界団体の利益団体化を検討する前に、
団体の存立様式を把握する必要がある。こ
れを確認することによって、社会レベルに
おける団体の基本構造を解明することがで
きる。本稿では、業界団体の存立様式１１を
主に団体の設立年、設立経緯および団体の
基本リソースから検討する。

１．業界団体の設立年と設立経緯
　中国の業界団体は、政府による経済体制

改革と行政改革の推進を受けて、設立され
たものが多い。図２は北京市、浙江省、黒
龍江省の業界団体の設立年を示している
が、いずれの地域でも、１９８４年、１９９２年よ
り業界団体の増加が顕著に見られる。
　中国では、１９７８年に改革開放政策が打ち
出され、経済体制改革への舵がきられた。
その後、１９８４年４月に、浙江省、山東省、
広東省など１４の沿海都市が対外開放都市に
指定されるや、同年１０月には「経済体制改
革に関する中共中央の決定」が採択され
た。先行研究においても、経済体制改革が
始動した１９８４年に産業関連の団体設立が顕
著に見られることが指摘されていたが（岡
室、２００１）、本調査でも、１９８４年が業界団
体の発展の起点となっていることが確認さ
れた。
　１９９２年の鄧小平による「南巡講話」を契
機に、中国は「社会主義市場経済」を掲
げ、本格的な市場経済の導入に踏み切っ

５１

１１ 辻中・森（１９９８）は日本の利益団体の存立様式を分析する際、主に団体の種類、法人格、財政、規
模、設立年、地理的活動範囲、政策関心、イデオロギーから検討を行った。本稿では、中国の政治社
会状況に照らし合わせ、業界団体の設立年、設立経緯および会員規模、財政規模、指導者のリソース
などを含めた団体基本リソースを考察する。

設立年

図２　北京市、浙江省、黒龍江省における業界団体の設立年



た。１９９４年３月の第８回全国人民代表大会
では、行政改革、「政企分離」（政府と企業
の職能を切り離す）、非公有制経済の発展
等の方針を受け、業界団体・商会などの市
場仲介組織の役割を十分に発揮させること
が謳われた。調査データを見ても、北京市
の４０．９％、浙江省の３９．３％、黒龍江省の
３３．６％の業界団体が１９８４年から１９９４年の間
に設立されており、この時期が業界団体設
立のピークであることがわかる。
　その後、市場経済化に伴う非公有制経済
の成長を受け、政府は１９９９年に私営経済を
１つの「国民経済の重要部分」へと格上げ
し、２００２年には私営企業家の共産党への入
党を承認するなど非公有制経済への差別の
撤廃を進めた。
　このような一連の市場経済化の流れは、
各地域の業界団体の設立様式に少ながらず
影響を及ぼしたものと考えられる。図２に
見られるように、非公有制経済が発達して
いる沿海経済開発地域浙江省の業界団体総
数は、北京市、黒龍江省に比して顕著に多
い。また、「一般会員の自発的要求によっ
て設立された」と回答した割合についてみ
ても、浙江省が３７．７％、北京市が３２．８％、
黒龍江省が２７．９％と、同省の業界団体が相
対的に高い比率で、企業家をはじめとする
会員の意思によって自発的に設立されてい
ることが明らかとなった。

２．業界団体のリソース
　次に、業界団体の現状を理解するため
に、団体の規模や財政などのリソースを確
認しておきたい１２。本稿では、主に団体規

模、財政規模、指導者のリソース、団体が
有する私的人脈から、業界団体のリソース
を考察する。

（１）団体の規模
　業界団体の規模は、加入している会員数
および常勤職員数から考察できるだろう。
調査結果によれば、設立時に個人会員や団
体会員を有していない業界団体の割合が全
体の１７．２％を占めていた。これらの団体
は、社団管理条例の会員数に関わる登記条
件を満たしていないことになるが、一体ど
のような団体なのだろうか。調査からは、
設立時の会員数と設立経緯の間に相関があ
ることが示された。すなわち、「組織の決
定」によって設立した業界団体について
は、設立時に会員を有さない比率が浙江省
で２２．５％、黒龍江省・北京市で１４．３％で
あったのに、「一般会員の自発的要求」に
よって設立された業界団体については、北
京市で１５．０％、浙江省で１１．８％（黒龍江省
０．０％）であった。以上より、（北京市を除
き）政府の行政改革を受けて設立された業
界団体に、会員を有さない団体が多く存在
することが推測される。
　次に、会員数の分析からは、以下の２つ
の特徴が明らかとなった。まず１つ目は、
地域間の差である。黒龍江省の業界団体は
設立時に５００名以上の個人会員を有してい
る比率が１６．３％であり、浙江省の８．６％、
北京市の７．８％より高い。一方で、会員数
が５０名以下の業界団体も多く、北京市、浙
江省がそれぞれ１８．８％、２０．６％であるのに
対し、黒龍江省は３１．４％である。黒龍江省
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１２ 村松・伊藤・辻中（１９８６：２８）はベントリー、大嶽などの研究を受け、利益団体のリソースを考察
する際、「有形的リソース」、「無形的リソース」、「指導者のリソース」と「その他」から分析してい
る。具体的には、「有形的リソース」は規模（個人会員数、団体会員数、団体傘下会員数、総会員
数）、財政（総支出額）、組織力（常勤職員数、地方支部、機関紙発行部数）、アクセス（国会議員元
国会議員数、友好国会議員数、行政機関出身会員数）、他（組織年齢）である。「無形的リソース」は
会員（会員入会動機、内部緊張の程度）、正統性である。「指導者リソース」は学歴、父親の学歴・職
歴、年齢である。「その他」は戦術などである。
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の業界団体の規模が大小二極化しているこ
とがわかる。２つ目は、設立時と調査時点
の会員数の時系列的変化である。調査時
に、５００名以上の個人会員を持つ業界団体
の比率は、黒龍江省で２６．５％、北京市で
１４．４％、浙江省で１３．８％であり、設立時と
比べ、黒龍江省で１０．２％、北京市で６．６％、
浙江省で５．２％の増加率を示している。３
地域全てにおいて、個人会員数については
増加傾向が見られた。
　続いて、常勤職員数については、いずれ
の地域でも、常勤職員数が１０名以下の業界
団体が圧倒的に多い。その比率は高い順
に、黒龍江省（８３．３％）、北京市（８１．８％）、
浙江省（８０．６％）となっている。また、５０
名以上の常勤職員を抱える業界団体は浙江
省が６団体で全体の１．６％、黒龍江省が２
団体で全体の１．５％、北京市が１団体のみ
で０．６％であった。また、常勤職員数の平
均値を比較したところ、黒龍江省が７．７７、
北京市が６．４５、浙江省が５．６５であった。
　以上、会員数および常勤職員数の分析結
果を通じて、黒龍江省の業界団体が北京

市、浙江省に比して相対的に大きい規模に
あることがわかった。

（２）団体の財政規模
　財政力は業界団体にとって、重要なリ
ソースである。実際、中国の業界団体の多
くは他の市民社会組織と同様に、厳しい財
政不足問題に直面しているとの指摘があ 
る１３。ここでは、下記の分析を通じて、業
界団体の財政状況を考察する。
　まず、団体の年間総支出額を見てみよ
う。図３に示したように、各地域における
業界団体の総支出額にはばらつきが見られ
た。具体的には、北京市では１０－２９万人民
元の支出額をもつ団体の割合が３６．７％、浙
江省では３万人民元以下の支出額をもつ団
体の割合が３７．１％と最も高い比率を示し
た。他方、黒龍江省では５０万人民元以上の
支出額をもつ団体の割合が５６．８％であり、
北京市の１３．３％、浙江省の９．９％より圧倒
的に高い。さらに、支出額３万元以下の団
体は、浙江省が上記の通り３７．１％であった
が、北京市、黒龍江省においても２５．０％、

５３

１３ 陳家喜は浙江省寧波市のフィールドワークを行った結果、業界団体の年間平均支出額は１０万人民元
であるが、実際に業界団体の年間活動資金は２０万－３０万人民元が必要であり、当該市の約４割の業界
団体は財政不足の問題に直面していると指摘している（陳、２００７：１５７）。

図３　業界団体の年間総支出額



３．４％であった。これより、北京市、浙江
省においては、社団登記管理条例による活
動資金の規定を満たさない団体が少なくな
い存在すると推測される。
　以上のように、業界団体の年間総支出額
から見れば、黒龍江省の業界団体の財政規
模は北京市、浙江省より大きい。しかし、
支出した資金が実際に団体の活動展開につ
ながっているのか否かを推測するために
は、支出の内容を検討する必要がある。分
析結果によれば、黒龍江省の場合、総支出
のうち人件費・事務経費が５０．０％以上を占
める割合が７３．１％（北京市５３．０％、浙江省
３９．７％）と、最も高い。また、総支出の全
てを人件費・事務経費に拠出したと回答し
た団体の割合も１７．１％に達し、北京市
（４．３％）や浙江省（４．５％）と比べ高い値
となった。これより、黒龍江省の業界団体
は財政規模が大きいわりに、人件費や事務
経費としての割合が高く、団体の活動展開
につながっている割合が比較的少ないと考
えられる。

（３）指導者のリソース
　業界団体が活動を展開する際、指導者と
いうリソースはきわめて重要な要素として
働いている。特に、中国においては、市民
社会組織に関する厳しい規制があるため、
団体の正統性の獲得や活動をスムーズに展
開するには、指導者のリソースが重要であ
る１４。
　それでは、国家コーポラティズム体制下
におかれた業界団体において、指導者はど
のような特徴を持つのか。１９７８年の改革開
放以来２００３年まで、中国政府は、５回にわ

たり政府機構改革を実施した。業界団体を
はじめとする社団の一部は、政府機構改革
の中で、政府機構を切り離す形で設立さ
れ、業界団体と政府の間には天下りが常態
化していると指摘された１５。本稿では、会
長、秘書長の政治身分および彼らがかつて
就任した最高行政ポストについて検討し、
団体指導者と行政との関わりを明らかにす
る。
　まず、指導者の政治身分に関しては、い
ずれの地域においても、団体指導者が共産
党員である比率が高く、全体の８割以上を
占めている。具体的には、会長が共産党員
である割合は、北京市が９４．７％、浙江省が
９０．１％、黒龍江省が８７．９％である。秘書長
の場合、北京市が８８．３％、黒龍江省が
８５．０％、浙江省が８４．９％であった。
　また、団体指導者が就任した最高行政ポ
ストについては、北京市の業界団体の
８９．８％、黒龍江省の団体の８１．２％、浙江省
の団体の５０．８％が、会長は処級レベル（日
本では課長級レベル）以上の行政ポストを
務めたことがあると答えた。さらに、団体
の行政レベルごと見ると、行政レベルが下
がるほど、処級レベル以上に就任した会長
の割合は減少している。具体的には、省・
直轄市級の団体の場合、北京市、浙江省、
黒 龍 江 省 の 比 率 は９８．２％、９８．７％、
９８．６％、地・市級では、それぞれ７９．６％、
７０．７％、９１．５％に減少し、区・県級では、
浙江省で１８．１％、黒龍江省で２５．８％となっ
ている。しかしながら、上記のデータが示
しているように、黒龍江省の地・市級、
区・県級の業界団体は処級レベル以上に就
任した会長を有する比率が他の地域より高

５４
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１４ 趙秀梅・李妍焱の研究では、北京市天則経済研究所、自然の友、農家女文化発展センターなど草の
根NGOを立ち上げることができた重要な理由の１つとしては、団体指導者の社会的知名度が高く、
豊富なソーシャル・キャピタルを持つことであると述べた（趙・李、２００８）。

１５ 王名・劉国翰・何建宇は、１９９８年までの政府機構改革の実施と社団数、社団の従業員数の関係を分析
した。分析では、政府機構改革による設立された業界団体など社団が、政府余剰人員の配置先として
利用されていると指摘している（王・劉・何、２００１）。
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いなど、地域ごとの特徴も見てとれた。
　分析からは、業界団体の指導者の多く、
行政部門に就任していた経験を持ち、業界
団体が人事面で行政と非常に強い関わりを
もつことが確認された。処級レベル以上の
政府職員を経験した団体指導者は、主に
省・直轄市級の業界団体に集中している
が、黒龍江省では地・市級の団体でも高い
割合（９１．５％）を占めている。

（４）私的人脈
　中国の社団を分析する際、団体指導者の
リソースに加え、団体の私的人脈も重要な
リソースである。私的人脈は中国社会を語
る重要な特徴であり、中国の市民社会組織
が資源を動員し、組織の目的を実現する重
要なルートでもある（趙・李、２００８）。本
調査に設けた「あなたの団体が、個人的に

つきあいのある人はどのような方がいます
か」という設問のデータを分析することに
より、業界団体が持つ私的人脈を探ること
ができる。
　表２に示す業界団体の私的人脈には、主
に４つの特徴が見られる。
　まず、業務主管単位の指導者を、団体の
私的人脈であると認識している業界団体が
最も多い（浙江省：８０．４％、黒龍江省：
７８．４％、北京市：７５．４％）。社団への二重
管理体制の下、業務主管単位から団体設立
の認可のみならず、日常活動の管理を受け
ている団体は、業務主管単位とのつながり
を強く認識していると推測される。
　また、地方政府職員と個人的つきあいを
有する比率も比較的高く（黒龍江省：
４７．１％、北 京 市：４２．９％、浙 江 省：
３８．２％）、いずれの地域においても４割前

５５

表 2 　業界団体における私的人脈
（単位：%）

北京市 浙江省 黒龍江省
1．立法ルート
全人代代表・政協委員 12．7   6．2   2．9
地方人代代表・政協委員 31．7 24．1 31．4
2．行政ルート
中央政府職員   2．4   1．6   0．0
中央政府・部局級幹部 12．7   5．6   2．9
中央政府・処級幹部 11．9   7．5   4．9
地方政府職員 42．9 38．2 47．1
業務主管単位の指導者 75．4 80．4 78．4
3．マス・メディアルート
全国紙記者 24．6 16．0 18．6
全国ラジオ・テレビ局記者 15．9   5．9   6．9
地方紙記者 38．1 44．1 48．0
地方ラジオ・テレビ局記者 36．5 32．7 45．1
4．その他
民主諸党派・社会の名士 16．7 17．3 25．5
定年した幹部・幹部の親戚 18．3 11．4 20．6
指導者の側近 10．3   7．8   9．8

有効回答数 126 306 102
（注）1）網掛け部分は上位 3位の割合を示していることである。
（注）2）図表中の数値は有効回答総数のうち、「ある」と回答したサンプルの比率である。
（出所）「中国社会団体調査（2001 － 2004 年）」に基づき、筆者作成。



後を占めている。市場経済の導入に伴い、
１９８０年代より地方分権化や財政請負制の改
革が実施され、地方政府の指導権力の増大
が進んでいるため、企業を組織する業界団
体と地方職員との接触も当然多いと考えら
れる。また、中央部局（日本では大臣・局
級レベル）・処級レベルの幹部との個人的
つきあいについては、北京市の業界団体が
１２．７％、１１．９％と、他の２つの地域に比し
て高い比率を示している。政治的な中心地
である北京市には中央政府機関が集中して
いるため、業界団体にとっても、中央政府
職員とのつきあいがより容易となっている
のかもしれない。
　本調査の分析結果で、最も注目すべき点
は、マス・メディアとの関わりが私的人脈
として認識され、業務主管単位の指導者に
続き、高い割合を占めていることである。
特に、地方紙（黒龍江省４８．０％、浙江省
４４．１％、北京市３８．１％）、地方ラジオ・テ
レビ局（黒龍江省４５．１％、北京市３６．５％、
浙江省３２．７％）など地方メディアとの関係
が志向されている。こうした背景には、市
場経済導入以降のマス・メディア業界にお
ける独立採算制の導入や、企業化によりマ
ス・メディアの情報伝達機能が拡大され、
業界団体にとってもマス・メディアの利用
価値が高まっている状況があると思われる
１６。
　その他、かつて、中国共産党の「ゴム・
スタンプ」と揶揄されていた人民代表大会
の代表（以下では人代代表と略す）や、政
治協商会議の委員（以下では政協委員と略
す）と私的つながりを有すると回答した団
体の割合（地方レベルの人代代表・政協委
員）も、北京市で３１．７％、黒龍江省で

３１．４％、浙江省で２４．１％と比較的高い数値
を示した。人民代表大会の機能を強化の動
きと相まって（唐、２００１）、新たな地方ガ
バナンスを形成する動きとして興味深い。

３．小括
　本節では、業界団体の存立様式、リソー
スに関する分析を通じて、以下３点を明ら
かにした。
　まず、業界団体は、市場経済の導入に伴
う経済体制改革と行政改革の実施を受け、
設立されたものが多い。特に、非公有制経
済が発達した沿海開放地域の浙江省の業界
団体数は北京市、黒龍江省より多く、会員
の自発的要求によって設立された業界団体
の割合も比較的高い。
　次に、業界団体の人的規模と財政規模
は、いずれの地域においても総じて小さ
い。しかし、黒龍江省の団体の会員規模に
二極化傾向が見られる。同省の団体は財政
支出額の面で、北京市、浙江省より大きい
が、その反面、人件費・事務経費への拠出
割合が高く、資金が団体の活動の展開に投
入されていないなど、地域的特徴も見られ
る。
　さらに、業界団体の指導者のリソースと
団体の私的人脈に関するデータからは、い
ずれの地域においても人事面での行政との
関わりが非常に強いことがうかがえる。ま
た、業務主管単位と業界団体の私的つなが
りも強い。しかし、市場経済化以降、いず
れの地域でも、地方紙や地方のラジオ・テ
レビ局など、「第４の権力」であるマス・
メディアとのつながりが志向されつつあ
る。

５６
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１６ 孫春苗は草の根NGOはマス・メディアを通して、団体自らの活動を大衆に伝え、参加してもらう戦
略を多くとっていることを明らかにした（孫、２００８）。また、著者は浙江省温州市服装商会に対しイ
ンタビュー調査を行い、当該商会が全国専門紙の記者、温州市地元の新聞社記者との接触も行ってい
るとの情報を得た（２００８年３月１０日、温州市服装商会への著者によるインタビュー）。
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Ⅲ．政策過程における業界団体

　団体が自らの利益を政策過程に反映させ
ることは、利益団体として果たす重要な機
能である。市場経済化が推進される中で、
中国の業界団体が利益団体として活動して
いるのかを検証するには、団体の政策過程
への関与について分析する必要がある。か
つて、ケネディは個別の事例分析を通じ
て、業界団体の役割を明らかにした（Ken
nedy, ２００５）。本節では、中国社会団体調
査（２００１－２００４年）のデータに基づき、よ
り多くの業界団体を分析の対象とすること
で、政策過程における団体の活動展開や、
団体の影響力を俯瞰する。

１．業界団体のロビイング活動
（１）働きかける機関
　民主主義国家においては、利益団体が政
党と同様に、国内政治の集合アクターであ
り、市民と政府を結びつける役割を果たし
ている。多くの利益団体は政策決定や執行
に影響力を与え、団体に有利な政策を引き

出している。それに対し、中国は民主的政
治体制を確立しておらず、経済体制改革の
進展とは裏腹に、政治改革の動きが遅いこ
とが指摘されている（Pei, ２００８）。果たし
て現状において、中国の業界団体は自らの
利益・要求を政策過程に反映させるべく活
動を展開しているのか。また、利益を実現
するための戦術、標的はどのようになって
いるのか。これらの問いを、以下の分析を
通じて考察する。
　利益団体の政策過程への働きかけは、そ
の国の政治制度、権力分布および政治文化
などによって規定されているが（辻中、
１９８８：１１９）、中国の業界団体はどのような
機関に働きかけを行っているのだろうか。
本調査では、「あなたの団体の主張を通し
たり、自らの権益を守ったりするために
は、どのような政府機関と接触するのがよ
り有効だと思われますか。次の尺度でお選
び下さい（５「最も有効」、４「比較的有
効」、３「ふつう」、２「効果が小さい」、
１「効果無し」）」という質問を行った１７。
　表３は業界団体による働きかけの対象を

５７

１７ 当該項目の各アクターの有効回答率は、「行政機関」（６３．１％）、「人民代表大会」（２９．０％）、「党委
員会」（２８．４％）、「政治協商会議」（２２．７％）、「裁判所」（２０．９％）である。「行政機関」以外の有効回
答率が低いため、欠損値込み後の割合も報告する。

表 3　業界団体の働きかける機関（有効性・有効度平均値）

北京市 浙江省 黒龍江省

有効性（%）＊ 平均値 /
標準偏差

有効
回答
数

有効性（%） 平均値 /標準偏差

有効
回答
数

有効性（%） 平均値 /標準偏差

有効
回答
数

党委員会 63．6（18．9）3．65/1．307   66 64．8（19．3）3．65/1．157 156 71．8（16．8）3．95/1．450 39
行政機関 78．7（53．2）3．97/1．032 150 70．7（44．5）3．84/0．976 330 84．8（50．6）4．19/0．853 99
人民代表大会 59．4（15．8）3．62/1．197   58 42．9（13．2）3．24/1．081 161 59．6（16．9）3．60/1．280 47
政治協商会議 42．0（  9．5）3．22/1．148   50 20．0（  5．0）2．61/1．045 130 35．8（  6．0）2．86/1．470 28
裁判所 40．4（  8．6）3．04/1．160   47 19．6（  4．4）2．43/1．199 117 57．1（  9．6）3．36/1．615 28
サンプル総数 222 524 166
（注）1）網掛け部分は上位 3位の割合を示していることである。
（注）2）*：「最も有効」と「比較的有効」の合計割合（欠損抜き）である。括弧内は欠損値込み後の
　　　　割合である。
（出所）「中国社会団体調査（2001 － 2004 年）」に基づき、筆者作成。



示したものである。まず、クロス集計か
ら、「最も有効」と「比較的有効」の合計
割合を見ると、いずれの地域においても、
働きかけの対象のうち、行政機関の有効性
を認識している団体の割合が最も高く、黒
龍江省で８４．８％、北京市で７８．７％、浙江省
で７０．７％であった。続いて、党委員会（黒
龍江省：７１．８％、浙江省：６４．８％、北京市：
６３．６％）、人 民 代 表 大 会（黒 龍 江 省：
５９．６％、北京市：５９．４％、浙江省：４２．９％）
の順になる。
　次に、全体的な傾向を検証するために、
表３に示した対象ごとの有効度の平均値を
比較検討したい。行政機関の有効度の平均
値は全ての地域において最高値を示し、地
域別では高い順に、黒龍江省で４．１９、北京
市で３．９７、浙江省で３．８４であった。平均値
と標準偏差を合わせて考察すると、行政機
関が「比較的有効」という回答結果に集中
している。その他、党委員会と人民代表大
会の有効度の平均値も比較的に高いことが
わかる。
　以上のように、行政機関は働きかけの対
象として最も有効であると業界団体によっ
て認識されている。清華大学NGO研究所
が２００７年に業界団体を対象にした調査にお
いても、７０％の業界団体が会長、秘書長を
通じて、行政機関に意見を具申するという
結果がある１８。市場経済体制を導入して以
来、地方分権化の進展に伴い、地方政府が
地元の経済発展や公共財・サービスの提供
などあらゆる面においてきわめて大きな役
割 を 果 た し て い る（趙、１９９８；石 原、
２０００）。現状に鑑みれば、業界団体にとっ
ても、行政機関が最も有効な働きかけの対
象であると考えられる。

　さらに、裁判所が有効な対象としてあげ
られていることも、注目すべき点である。
有効回答のうち、黒龍江省で５７．１％、北京
市で４０．４％、浙江省で１９．６％の業界団体
が、裁判所を「最も有効」と「比較的有
効」な働きかけの対象としてあげている。
欠損値込み後の比率をみても、黒龍江省で
９．６％、北京市で８．６％となっており、裁判
所の有効性を認識している業界団体は１割
近くに達している。また、裁判所について
は、有効度の平均値を見ても、黒龍江省で
３．３６、北京市で３．０４、尺度の３（「ふつ
う」）以上の値を示している。黒龍江省、
北京市の一部の業界団体の間で裁判所が有
効機関として認識されていることは興味深
い。

（２）ロビイング戦術
　ロビイング戦術は、主に政治的アクター
へ直接働きかける戦術（インサイド戦術）
と間接的に働きかける戦術（アウトサイド
戦術）に区分することができる。インサイ
ド戦術は政党、行政などを対象にしている
が、アウトサイド戦術は一般世論、マス・
メディアなどを通して、間接的に政治体制
内のアクターに影響を及ぼす（山本、
２００９）。その戦術の行使についても、政治
構造によって手段と標的が異なる。中国の
業界団体は政府機関に向けて、どのような
戦術によって、団体の意見や利益を反映し
ようとしているのだろうか。
　本調査には、「あなたの団体は政府機関
に本団体の意見や要求を提出する場合、次
にあげるような手段や行動をどの程度なさ
いますか（１「全くない」、２「比較的少
ない」、３「ふつう」、４「比較的頻繁」、
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１８ 清華大学公共管理学院NGO研究所は、２００７年１２月から２００８年４月にかけて深圳市、青島市、北京
市と杭州市を選び、「業界団体のガバナンス職能に関するアンケート調査（中国語：「行業協会治理功
能調査問巻」）」を実施した。調査サンプル数は２９２団体、有効回収サンプルは１４５団体（有効回答率が
５０％）である。アンケートの記入者は、主に業界団体の責任者、会長、秘書長とする（王・孫、
２００９）。
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５「非常に頻繁」）」という質問を設け 
た１９。この回答を分析することによって、
業界団体のロビイング戦術、志向性を浮き
彫りにする。
　表４は、３地域の業界団体について、戦
術を行使する頻度およびその平均値を示し
たものである。
　有効回答のうち、いずれの地域において

も、最も多くの業界団体に行使されている
のが、政府職員への電話であり（北京市：
２４．０％、黒 龍 江 省：２３．０％、浙 江 省：
１８．３％）、平均値も高い（北京市：２．６１、
黒龍江省：２．７７、浙江省：２．５５）。そのほ
か、政府が主催する座談会への参加（北京
市：１８．６％、黒龍江省：１５．３％、浙江省：
１４．０％）や、調査報告書の提出（北京市：

５９

１９ 当該項目の有効回答率は「政府職員への電話」（５３.６％）、「政府が主催する座談会の参加」
（５４.５％）、「調査報告書・政策建議書の提出」（４０.４％）項目以外、２割にとどまっている。有効回答率
が低いため、欠損値込み後の割合も報告する。

表 4　業界団体のロビイング戦術（頻度・平均値）

北京市 浙江省 黒龍江省

戦術 頻度（%）＊ 平均値 /
標準偏差

有効
回答
数

頻度（%） 平均値 /
標準偏差

有効
回答
数

頻度（%） 平均値 /
標準偏差

有効
回答
数

インサイド
政府職員への電
話 24．0（11．3）2．61/1．169 104 18．3（7．6）2．55/1．041 219 23．0（6．6）2．77/1．096 48

政府が主催する
座談会への参加 18．6（11．3）2．62/0．995 134 14．0（7．6）2．59/0．935 286 15．3（6．6）2．61/1．001 72

調査報告書・政
策建議書の提出 18．9（10．4）2．66/1．019 122 13．0（7．3）2．60/0．885 292 15．1（7．8）2．71/0．866 86

手紙・メール等
の働きかけ 10．3（  3．2）1．85/1．096   68   7．8（2．3）1．92/1．013 153 13．0（1．8）1．91/1．125 23

会員による電話・
メール等の働きかけ   7．1（  1．8）1．50/0．894   56   3．3（0．6）1．49/0．770 130   8．0（1．2）1．68/1．108 25

発言力を持つ人
との接触   3．0（  0．9）1．80/0．905   65   7．3（2．1）1．96/0．933 151   3．4（0．6）1．86/0．990 29

アウトサイド
司法ルートに
よる解決   2．0（  0．5）1．29/0．610   51   4．0（1．0）1．35/0．776 124   9．1（1．2）1．59/1．221 22

陳情   2．0（  0．5）1．18/0．523   50   2．4（0．6）1．27/0．728 122   0．0（0．0）1．00/0．000 19
請願・座り込み   2．0（  0．5）1．18/0．523   50   0．8（0．2）1．08/0．443 119   0．0（0．0）1．00/0．000 19
集会の開催   2．0（  0．5）1．20/0．535   50   0．8（0．4）1．12/0．524 119   0．0（0．0）1．00/0．000 19
マス・メディア
への情報提供   8．5（  2．3）1．81/1．074   59   9．5（2．7）2．00/1．043 148   9．7（1．8）2．10/1．274 31

記者会見   3．8（  0．9）1．42/0．819   53   1．6（0．4）1．31/0．703 123   0．0（0．0）1．41/0．734 22
意見広告   7．1（  1．8）1．54/0．894   56   5．6（1．3）1．52/0．892 126   0．0（0．0）1．64/0．907 25
他団体との連合   3．5（  0．9）1．60/0．904   57   2．4（0．6）1．44/0．777 125   4．2（0．6）1．62/0．875 24
サンプル総数 222 524 166
（注）1）網掛け部分は上位 3位の割合を示していることである。
（注）2）*：「非常に頻繁」と「比較的頻繁」の合計割合（欠損抜き）である。括弧内は欠損値込み後の
　　　　割合である。
（出所）「中国社会団体調査（2001 － 2004 年）」に基づき、筆者作成。



１８．９％、黒 龍 江 省：１５．１％、浙 江 省：
１３．０％）も比較的高い割合を占めている。
これらの戦術は、いずれの地域においても
平均値が２．００以上となっている。
　また、マス・メディアへの情報提供は、
アウトサイド戦術の中で最も高い比率を示
している。有効回答のうち、「最も頻繁」
と「比較的頻繁」の合計割合を見ると、黒
龍江省で９．７％、浙江省で９．５％、北京市で
８．５％である。平均値についてもやや高く、
黒龍江省が２．１０、浙江省が２．００、北京市が
１．８１となっている。これより、一部の業界
団体がマス・メディアというルートを使い
始めていることが推測される。
　また、黒龍江省、北京市の一部の業界団
体が、団体自らの主張、利益を実現するた
めに有効的な接触機関として裁判所をあげ
たことは上述のとおりであるが、ロビイン
グ戦術の行使に関する調査結果によると、
有効回答率が低いことに加え、司法ルート
を通じたロビイング活動は低調である。総
じて、中国では、業界団体によるロビイン
グ活動の展開があまり活発ではなく、政府
に意見や要求を具申する際は、政府職員へ
の電話、政府が主催する座談会への参加、
政府に調査報告書・政策建議書の提出と
いった活動が中心となる。その他のルート
による業界団体の政策過程への関与はあま
り進んでいない。

２．業界団体の影響力
　業界団体が政策の決定や執行において、
どのような影響力を持っているのかについ
ては、主観的尺度と客観的尺度がある。主
観的尺度は、団体の自己評価によるもので
あるが、客観的尺度は、団体が政策実施や
阻止・修正した経験の有無から測定する
（村松・伊藤・辻中、１９８６）。

　本調査の分析結果によれば、政策実施経
験を持つ団体は、黒龍江省で２５．７％（有効
回答数＝１１３）、北京市で１９．２％（有効回答
数＝１４６）、浙江省で１６．９％（有効回答数＝
３１４）である。政策阻止・修正経験を持つ
団体は、黒龍江省で８．５％（有効回答数＝
１０６）、北京市で８．０％（有効回答数＝１３８）、
浙江省で６．４％（有効回答数＝２９５）であ
る。このように、政策実施経験をもつ団体
の比率は２割前後、阻止・修正経験をもつ
団体は１割も満たない。地域別に見れば、
黒龍江省の業界団体は、政策実施および阻
止・修正を行った割合が北京市、浙江省の
団体よりやや高い。先行研究では、温州市
服装商会、温州市煙具協会などの事例か
ら、浙江省温州市の業界団体が政策レベル
での影響力を発揮していると指摘された 
が２０、浙江省の業界団体全体を見ると、政
策実施や阻止・修正に携わる団体の割合は
まだ低いといえる。
　また、団体の影響力の主観評価がどのよ
うになっているのかについて、本調査では
「あなたの団体は、活動対象とする地域に
おいて、政府の政策決定に対し、どの程度
影響力をもっていますか（１「非常に強
い」、２「比 較 的 強 い」、３「強 い」、４
「あまり強くない」、５「全く影響力がな
い」）」という質問をした。
　クロス集計の結果によれば、「非常に強
い」、「比較的に強い」と「強い」の合計
は、黒 龍 江 省（２２．１％）、浙 江 省
（１８．０％）、北京市（１６．８％）の順となって
おり、黒龍江省の比率が北京市、浙江省よ
りやや高い。これは、政策実施、阻止・修
正経験の有無といった客観的尺度の測定と
一致し、黒龍江省の団体の影響力が、主観
的尺度および客観的尺度の双方において、
最も強いことが明らかとなった。また、北
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２０ 温州市服装商会、温州市煙具協会の事例分析は、陳剰勇・汪錦軍・馬斌（２００４）、黄少卿・余暉
（２００５）の研究が詳しい。
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京市の業界団体は、政策実施、阻止・修正
経験を有する業界団体の比率が浙江省より
高いのにもかかわらず、自己評価はやや低
い。
　最後に、業界団体の影響力と団体のリ
ソース、政府との接触、団体の活動展開な
どの関連性を見る。表５は業界団体の影響
力と団体リソースの相関関係を示したもの
である。

　いずれの地域でも、団体の設立年、登録
行政レベル、団体の会員規模、財政規模な
どの団体の存立様式、団体の物質的なリ
ソースは、業界団体の影響力に対して、統
計的に有意ではない。それに対し、業界団
体の影響力と政府との緊密度の間にはやや
強い相関関係があり、相関係数は、黒龍江
省が０．４６５、浙江省が０．３７８、北京市が
０．３３２となっている。これより、政府と緊

６１

表 5　業界団体の影響力と団体リソースの相関関係

北京市 浙江省 黒龍江省
政府との緊密度 0．332** 0．378** 0．465**
ロビイング活動（3）
調査報告書・政策意見
を提出

0．236** 0．272** 0．299**

中央政府との間接接触
（私的人脈を通じて）（4）

中央政府との間接接触
（私的人脈を通じて）（4）

中央政府との間接接触
（私的人脈を通じて）（4）

全人代代表・政協委員 0．300* 中央政府職員 0．215** 地方職員 0．397*

地方人代代表・政協委員 0．302* 民主諸党派・社会名士 0．248** 地方政府との間接接触（私的人脈を通じて）（4）
中央政府職員 0．358** ロビイング活動（3） 業務主管単位の指導者 0．257*
地方職員 0．341** 法的手段による解決 0．215** 地方政府との直接接触（5）
民主諸党派・社会名士 0．343** 座談会の参加 0．202** 科級（係長級） 0．298**
業務主管単位の指導者 0．272** 一般職員 0．356*
引退した幹部・幹部の親戚 0．290*
指導者の側近 0．322*
地方政府との間接接触
（私的人脈を通じて）（4）
全人代代表・政協委員 0．389**
中央政府職員 0．398**
地方職員 0．318**
民主諸党派・社会名士 0．441**
引退した幹部・幹部の親戚 0．383**
指導者の側近 0．378**
ロビイング活動（3）
座談会の参加 0．211**
（注）1）網掛け部分は相関係数が 0．3以上であることを示している。
（注）2）**：1％水準で有意（両側）、*：5％水準で有意（両側）。
（注）3）ロビイング活動の頻度のリコードは以下となる：「非常に頻繁」が 1、「比較的頻繁」が
　　　　 2、「ふつう」が 3、「比較的少ない」が 4、「全くない」が 5。
（注）4）政府との間接接触（私的人脈を通じて）の頻度のリコードは以下となる：「しばしば連
　　　　絡する」が 1、「連絡をとる」が 2、「連絡しない」が 3。
（注）5）政府との直接接触の頻度のリコードは以下となる：「頻繁に接触する」が 1、「接触があ
　　　　る」が 2、「接触なし」が 3。
（出所）「中国社会団体調査（2001 － 2004 年）」に基づき、筆者作成。



密な関係を持つ団体ほど、政府の政策決定
に対する影響力が強いと見られる。
　次に、各地域における業界団体の影響力
と団体のリソースの相関関係について、詳
しく見てゆきたい。北京市では、団体の私
的人脈を通じた中央政府、地方政府との間
接的接触と団体の影響力がやや強い相関を
持っている（例えば、中央政府職員と間接
的接触の相関係数：０．３５８）。人代代表・政
協委員をはじめ、民主諸党派・社会名士や
引退した幹部・幹部の親戚といった私的人
脈と団体の自己影響力の評価の間にもやや
強い相関関係が存在し（例えば、民主諸党
派・社会名士と間接的接触の相関係数：
０．４４１）、私的人脈を志向する傾向が浮き彫
りになっている。
　それに対し、黒龍江省は、地方職員が重
要なアクターと見られている。地方職員を
通じた中央政府との間接的接触（相関係
数：０．３９７）や、一般職員を経由して地方
政府との直接的接触（相関係数：０．３５６）
の間にやや強い相関関係が見られる。
　他方、浙江省は全体的に見れば、政府と
の緊密度以外に、団体のリソースと団体の
影響力の間の相関係数があまり高くない。
ただし、民主諸党派・社会名士といった私
的人脈を通じた中央政府との間接的接触の
間の相関係数が０．２４８で、他のリソースよ
り比較的高い。また、法的手段によるロビ
イング活動を行使する頻度や中央政府職員
との接触と団体の影響力の相関も０．２１５と、
他の要素の相関に比してやや高い。
　上記の結果を総括すると、団体の影響力
との間にやや強い相関を持っているのは、
北京市において全般的な私的人脈、浙江省
において民主諸党派・社会名士、中央職員
に限られた私的人脈や司法ルートの利用、
黒龍江省において地方政府職員を中心とし
たアクターとの接触であるということにな
ろう。

３．小括
　本節では、業界団体による働きかけの対
象、ロビイング活動の実態、政策過程への
関与、影響力について分析した。分析を通
じて、以下の３点を明らかにした。
　まず、全ての地域において、行政機関が
業界団体の働きかけの対象として最も有効
であると認識されている。党委員会、人民
代表大会がそれに続く。また、北京市、黒
龍江省の一部の業界団体は、裁判所も有効
な働きかけの対象と認識している。
　次に、調査時点において、多くの業界団
体はロビイング活動を展開していないが、
ロビイング活動を行っている団体には、行
政を中心とするインサイド戦術が頻繁に利
用されている。また、マス・メディアを通
じたアウトサイド戦術を行使している業界
団体も、少ないながらも出現している。
　さらに、業界団体の影響力については、
黒龍江省の団体が主観的評価と客観的評価
双方で、最も高い。また、団体の影響力と
団体のリソースの関連を検証した結果、北
京市では私的人脈、浙江省では私的人脈や
司法ルートの利用頻度、黒龍江省では地方
職員との接触が、団体の影響力の自己評価
との間にやや強い相関を有していることが
わかった。

結論

　中国では１９７８年に改革開放政策が実施さ
れて以降、市場経済化の進展に伴い、社会
経済が著しい変化を遂げつつある。経済発
展および工業化社会への移行は、社会にお
ける団体の結社を促している。政府の経済
体制改革を受け、１９８０年代中頃より業界団
体の設立数は増加傾向にある。本稿では、
市場経済導入以降成長しつつある業界団体
が、利益団体として機能しているのかとい
う問いを答えるべく、北京市、浙江省、黒
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龍江省のデータを用いて、比較分析をしな
がら、団体の存立様式、政策過程における
活動の実状を検証した。
　分析結果からは、中国の業界団体が、
個々に置かれた経済社会状況は異なってい
るが、総じて、物質的リソースの欠如に直
面している現状が浮き彫りになった。例え
ば、会員数および常勤職員数から捉えた団
体の規模、団体の年間総支出額から捉えた
団体の財政規模ともに、いずれの地域の団
体も小規模であった。他方で、顕著に見ら
れたのは、団体の活動における人脈の重要
性であった。業界団体の指導者は８割以上
が共産党員であり、かつて行政部門に就任
した経験を持つ団体指導者の比率も高い。
業務主管単位の指導者や地方政府職員など
との私的人脈の有効性は業界団体の間に共
有されている。事実、業界団体の影響力
は、団体の物質的リソースとの間には統計
的に有意な相関を有していないものの、私
的人脈との間には正の相関関係を有してい
ることが確認された。
　また、いずれの地域でも最も重要なロビ
イングの対象は行政機関であった。業界団
体は自らの主張や権益を維持するにあた
り、行政機関を最も有効な働きかけの対象
として認識し、電話による政府職員との連
絡、政府が主催する座談会への参加および
調査報告書・政策建議報告書の提出などを
中心に活動を展開している。業界団体の影
響力が政府との緊密度との間にやや強い相
関関係をもつことも上記に論じたとおりで
ある。
　同時に調査データは、地域間の差異も浮
き彫りにした。黒龍江省の業界団体は、北
京市、浙江省の団体に比べ、行政とのつな
がりが一層緊密であり、政府との緊密度と
団体の影響力の間の相関が高い。政策実
施、阻止・修正を経験した団体の比率が最
も高いことからも、同省の団体が客観的に

も最も高い政策影響力を有していることが
わかる。他方、浙江省の業界団体は、会員
の意思によって自発的に設立されたものが
多く、人事面についても、政府による関与
は他の地域に比して少ない。しかし、政策
実施、阻止・修正経験のデータから、業界
団体の政策過程への関与も少ないことが確
認された。また、北京市の業界団体は地方
のみならず、中央政府職員との私的人脈を
通じて、団体の影響力を強めていることが
示された。
　以上のように、総じて見れば、業界団体
は団体自らの意見や要求を表出する際、既
存の行政機関や私的人脈を利用している。
しかし、本稿で示したデータは、業界団体
が人民代表大会・政治協商会議をも働きか
けに有効な対象と認識し、加えてマス・メ
ディアとの人脈作りやメディアへの情報提
供を通じたロビイング活動を行っている現
状を明らかにした。一部の業界団体が利益
団体の機能を模索する中で、新たな利益表
出ルートを見出している点は興味深い。中
国の業界団体の利益団体化は、まさしく人
民代表大会制度の改革やマス・メディアの
市場化等、他の政治的アクターの変化との
連動の中で捉えるべきであろう。さらに、
黒龍江省の業界団体の分析が示すように、
政府との緊密な関係を有している団体ほ
ど、利益団体化の傾向を強めているという
のが中国の現実なのである。かつて、
Lipset（１９５９）、ダール（１９８１）が提起した
「経済発展→結社の自由→利益団体の増加
→民主化」という図式が、中国に適応でき
るのか、現状において肯定的推測は出来な
い。
　中国の業界団体が、更なる市場経済化の
進展およびグローバルな市場の拡大に伴
い、市民社会の推進力として発展を遂げる
のか、民主化の推進に貢献できるのか、社
会経済の発展は最終的には民主化を促すの
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か。これらの問題提起に答えるには、今後
の中国の政治改革の展開を見据えながら、
事例分析とサーベイ調査を蓄積することが
必要である。
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